
（ ）

（ ）

７ おもちやの可塑化された材料からなる部分は，フタル酸ジ－ｎ－ブチル，フタル酸ビス（２

－エチルヘキシル）又はフタル酸ベンジルブチルを0.1％を超えて含有してはならない。

「おもちやには、」 「おもちや

（９の目に規定する部分を除く。）には，」 「１～８まで」 「１の目から６

の目まで，10の目及び11の目」

９ 食品衛生法施行規則第78条第１号に規定するおもちやのうち，乳幼児の口に接触することを

その本質とする部分であつて可塑化された材料からなる部分は，フタル酸ジイソデシル，フタ



ル酸ジイソノニル又はフタル酸ジ－ｎ－オクチルを0.1％を超えて含有してはならない。


